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令和４年３月市議会定例会提出案件資料 

 

議案第３号 令和４年度伊勢市一般会計予算 

（財政課） 

予 算 額 54,828,920,000 円 

前 年 度 予 算 額 52,564,392,000 円 

伸 び 率 4.3％ 

 

議案第４号 令和４年度伊勢市国民健康保険特別会計予算 

（財政課） 

予 算 額 12,763,591,000 円 

前 年 度 予 算 額 12,759,140,000 円 

伸 び 率 0.0％ 

 

議案第５号 令和４年度伊勢市後期高齢者医療特別会計予算 

（財政課） 

予 算 額 3,341,986,000 円 

前 年 度 予 算 額 3,255,299,000 円 

伸 び 率 2.7％ 

 

議案第６号 令和４年度伊勢市介護保険特別会計予算 

（財政課） 

予 算 額 14,692,122,000 円 

前 年 度 予 算 額 14,543,441,000 円 

伸 び 率 1.0％ 

 

議案第７号 令和４年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

（財政課） 

予 算 額 3,234,000 円 

前 年 度 予 算 額 3,570,000 円 

伸 び 率 ▲9.4％ 

 

議案第８号 令和４年度伊勢市観光交通対策特別会計予算 

（財政課） 

予 算 額 531,416,000 円 

前 年 度 予 算 額 585,199,000 円 

伸 び 率 ▲9.2% 
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議案第９号 令和４年度伊勢市土地取得特別会計予算 

（財政課） 

予 算 額 452,070,000 円 

前 年 度 予 算 額 506,107,000 円 

伸 び 率 ▲10.7％ 

 

議案第10号 令和４年度伊勢市病院事業会計予算 

（財政課） 

   （収益的収入） 

予 算 額 8,092,141,000 円 

前 年 度 予 算 額 7,879,452,000 円 

伸 び 率 2.7％ 

   （収益的支出） 

予 算 額 8,418,268,000 円 

前 年 度 予 算 額 8,228,761,000 円 

伸 び 率 2.3％ 

   （資本的収入） 

予 算 額 531,664,000 円 

前 年 度 予 算 額 558,317,000 円 

伸 び 率 ▲4.8％ 

   （資本的支出） 

予 算 額 933,362,000 円 

前 年 度 予 算 額 962,846,000 円 

伸 び 率 ▲3.1％ 

 

議案第11号 令和４年度伊勢市水道事業会計予算 

（財政課） 

   （収益的収入） 

予 算 額 2,785,350,000 円 

前 年 度 予 算 額 2,848,772,000 円 

伸 び 率 ▲2.2％ 

   （収益的支出） 

予 算 額 2,519,009,000 円 

前 年 度 予 算 額 2,575,690,000 円 

伸 び 率 ▲2.2％ 
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   （資本的収入） 

予 算 額 822,919,000 円 

前 年 度 予 算 額 766,366,000 円 

伸 び 率 7.4％ 

   （資本的支出） 

予 算 額 2,031,869,000 円 

前 年 度 予 算 額 2,033,724,000 円 

伸 び 率 ▲0.1％ 

 

議案第12号 令和４年度伊勢市下水道事業会計予算 

（財政課） 

   （収益的収入） 

予 算 額 4,055,400,000 円 

前 年 度 予 算 額 4,064,515,000 円 

伸 び 率 ▲0.2％ 

   （収益的支出） 

予 算 額 3,698,241,000 円 

前 年 度 予 算 額 3,729,842,000 円 

伸 び 率 ▲0.8％ 

   （資本的収入） 

予 算 額 3,778,881,000 円 

前 年 度 予 算 額 3,406,360,000 円 

伸 び 率 10.9％ 

   （資本的支出） 

予 算 額 5,275,856,000 円 

前 年 度 予 算 額 5,202,941,000 円 

伸 び 率 1.4％ 

 

議案第13号 令和３年度伊勢市一般会計補正予算（第14号） 

（財政課） 

補正前の予算額 60,529,134,000 円 

補 正 予 算 額 ▲1,066,869,000 円 

補正後の予算額 59,462,265,000 円 
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議案第14号 令和３年度伊勢市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

（財政課） 

補正前の予算額 12,847,343,000 円 

補 正 予 算 額 46,027,000 円 

補正後の予算額 12,893,370,000 円 

 

議案第15号 令和３年度伊勢市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

補正前の予算額 3,252,701,000 円 

補 正 予 算 額 13,549,000 円 

補正後の予算額 3,266,250,000 円 

 

議案第16号 令和３年度伊勢市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

（財政課） 

補正前の予算額 14,685,694,000 円 

補 正 予 算 額 ▲70,295,000 円 

補正後の予算額 14,615,399,000 円 

 

議案第17号 令和３年度伊勢市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第

１号） 

（財政課） 

補正前の予算額 3,570,000 円 

補 正 予 算 額 ▲210,000 円 

補正後の予算額 3,360,000 円 

 

議案第18号 令和３年度伊勢市観光交通対策特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

補正前の予算額 585,199,000 円 

補 正 予 算 額 ▲169,276,000 円 

補正後の予算額 415,923,000 円 

 

議案第19号 令和３年度伊勢市土地取得特別会計補正予算（第１号） 

（財政課） 

補正前の予算額 506,107,000 円 

補 正 予 算 額 ▲303,054,000 円 

補正後の予算額 203,053,000 円 
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議案第20号 令和３年度伊勢市病院事業会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

   （収益的収入） 

補正前の予算額 7,891,752,000 円 

補 正 予 算 額 595,859,000 円 

補正後の予算額 8,487,611,000 円 

   （収益的支出） 

補正前の予算額 8,228,761,000 円 

補 正 予 算 額 166,160,000 円 

補正後の予算額 8,394,921,000 円 

   （資本的収入） 

補正前の予算額 566,017,000 円 

補 正 予 算 額 15,509,000 円 

補正後の予算額 581,526,000 円 

   （資本的支出） 

補正前の予算額 962,846,000 円 

補 正 予 算 額 15,509,000 円 

補正後の予算額 978,355,000 円 

 

議案第21号 令和３年度伊勢市水道事業会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

   （収益的収入） 

補正前の予算額 2,848,772,000 円 

補 正 予 算 額 ▲25,082,000 円 

補正後の予算額 2,823,690,000 円 

   （収益的支出） 

補正前の予算額 2,551,275,000 円 

補 正 予 算 額 ▲62,948,000 円 

補正後の予算額 2,488,327,000 円 

   （資本的収入） 

補正前の予算額 766,366,000 円 

補 正 予 算 額 ▲11,679,000 円 

補正後の予算額 754,687,000 円 
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   （資本的支出） 

補正前の予算額 2,035,145,000 円 

補 正 予 算 額 ▲63,602,000 円 

補正後の予算額 1,971,543,000 円 

 

議案第22号 令和３年度伊勢市下水道事業会計補正予算（第２号） 

（財政課） 

   （収益的収入） 

補正前の予算額 4,064,515,000 円 

補 正 予 算 額 ▲69,482,000 円 

補正後の予算額 3,995,033,000 円 

   （収益的支出） 

補正前の予算額 3,724,912,000 円 

補 正 予 算 額 ▲120,544,000 円 

補正後の予算額 3,604,368,000 円 

   （資本的収入） 

補正前の予算額 3,406,360,000 円 

補 正 予 算 額 ▲73,545,000 円 

補正後の予算額 3,332,815,000 円 

   （資本的支出） 

補正前の予算額 5,200,950,000 円 

補 正 予 算 額 ▲138,088,000 円 

補正後の予算額 5,062,862,000 円 

 

議案第23号 伊勢市行政組織条例の一部改正について 

（職員課） 

   これは、国体推進局を廃止するため、条例を改正しようとするものであ

る。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第24号 伊勢市個人情報保護条例の一部改正について 

（総務課） 

   これは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止

及び統計法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため、条例を改正

しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 
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議案第25号 伊勢市附属機関条例の一部改正について 

（総務課、文化政策課） 

   これは、附属機関を新たに設置し、及び廃止するため、条例を改正しよ

うとするものである。 

１ 設置する附属機関 伊勢うどん調査研究委員会及び伊勢市造船資料

保存調査委員 

２ 廃止する附属機関 伊勢市の花・木・鳥選考委員会 

   ３ 施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第26号 伊勢市子ども家庭支援ネットワーク条例及び伊勢市障害児放課

後等支援施設条例の一部改正について 

（子育て応援課、高齢・障がい福祉課） 

   これは、民法の一部改正による成年年齢の引下げに伴い、所要の規定の

整備を行うため、関係する条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第27号 伊勢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

（職員課） 

   これは、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和するとと

もに、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を講じるた

め、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第28号 伊勢市職員給与条例の一部改正について 

（職員課） 

   これは、地域手当に関する特例措置の期間を延長するため、条例を改正

しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第29号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について 

（職員課） 

   これは、人事院勧告に準じ、職員等の期末手当の支給割合を改めるため、

条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第30号 伊勢市手数料徴収条例の一部改正について 

（戸籍住民課） 

   これは、法律の規定による戸籍事項の無料証明に係る規定の整備を行う

ため、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 公布の日 
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議案第31号 伊勢市奨学金支給条例の一部改正について 

（学校教育課） 

   これは、新型コロナウイルス感染症に係る奨学金の特例措置の期間を延

長するため、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第32号 伊勢市国民健康保険条例の一部改正について 

（医療保険課） 

   これは、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、保

険料に係る未就学児の被保険者均等割額を減額するため、条例を改正しよう

とするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第33号 伊勢市特定用途制限地域における畜舎等の制限に関する条例の

制定について 

（都市計画課） 

   これは、特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限に関し必要な

事項を定めるため、条例を制定しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第34号 伊勢市消防団条例の一部改正について 

（消防課） 

   これは、消防団員の災害等に係る出場手当を出動報酬に改め、災害に係

る出動報酬の額を引き上げるとともに、その他所要の規定の整備を行うた

め、条例を改正しようとするものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第35号 伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

（消防課） 

   これは、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、所要の規定の整備を行うため、条例を改正しようとする

ものである。 

   ・施行期日 令和４年４月１日 

 

議案第36号 伊勢市福祉健康センターの指定管理者の指定について 

（福祉総務課） 

   これは、伊勢市福祉健康センター（ただし、伊勢市中央保健センター及

び伊勢市休日・夜間応急診療所を除く。）について、指定管理者を指定する

ため、地方自治法第244条の２第６項の規定により、議会の議決を経ようと

するものである。 

  １ 指定管理者となる団体 

    社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会 

    会長 宮崎 吉博 
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  ２ 指定の期間 

    令和４年４月１日から令和５年３月31日まで 

 

議案第37号 鳥羽市との定住自立圏形成協定の変更について 

（企画調整課） 

   これは、鳥羽市との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定

の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例第２条

第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第38号 志摩市との定住自立圏形成協定の変更について 

（企画調整課） 

   これは、志摩市との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定

の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例第２条

第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第39号 玉城町との定住自立圏形成協定の変更について 

（企画調整課） 

   これは、玉城町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定

の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例第２条

第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第40号 度会町との定住自立圏形成協定の変更について 

（企画調整課） 

   これは、度会町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定

の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例第２条

第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第41号 大紀町との定住自立圏形成協定の変更について 

（企画調整課） 

   これは、大紀町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協定

の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例第２条

第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第42号 南伊勢町との定住自立圏形成協定の変更について 

（企画調整課） 

   これは、南伊勢町との間において締結した定住自立圏の形成に関する協

定の一部を変更するため、伊勢市議会の議決すべき事件に関する条例第２

条第２号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第43号 デスクトップ型及びノート型パソコンの取得について 

（デジタル政策課） 

   これは、デスクトップパソコン及びノートパソコンを取得するにつき、

伊勢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
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第３条の規定により、議会の議決を求めるものである。 

 

議案第44号 二見地区統合園（仮称）建設工事（建築工事）の請負契約について 

（保育課） 

   これは、二見地区統合園（仮称）建設工事（建築工事）について、この

度契約の運びとなったので、伊勢市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるもの

である。 

 

議案第45号 和解及び損害賠償の額を定めることについて 

（教育総務課） 

   これは、学校において発生した事故に係る損害賠償について、和解し、

損害賠償の額を定めるにつき、地方自治法第 96 条第１項第 12 号及び第 13

号の規定により、議会の議決を求めるものである。 

１ 事故発生日 

平成 12 年１月 14 日（金曜日） 

  ２ 事故発生場所 

    伊勢市二見町荘地内 

 

議案第46号 市道の路線の廃止について 

（維持課） 

   これは、市道の路線を廃止するにつき、道路法第 10 条第３項において準

用する同法第８条第２項の規定により、あらかじめ、議会の議決を経よう

とするものである。 

   ・廃止しようとする路線 ４路線 

 

議案第47号 市道の路線の認定について 

（維持課） 

   これは、市道の路線を認定するにつき、道路法第８条第２項の規定によ

り、あらかじめ、議会の議決を経ようとするものである。 

   ・認定しようとする路線 12 路線 

 

議案第48号 伊勢市教育長の任命につき同意を求めることについて 

（職員課） 

   これは、伊勢市教育長の北村 陽氏の任期が令和４年３月 31 日に満了

となるため、その後任を任命するにつき、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意を求めるものである。 

 

議案第49号 人権擁護委員の推薦につき意見を聞くことについて 

（人権政策課） 

   これは、人権擁護委員の倉本 啓二氏の任期が令和４年６月 30 日に満

了となるため、その後任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を聞こうとするものである。 
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議案第50号 人権擁護委員の推薦につき意見を聞くことについて 

（人権政策課） 

   これは、人権擁護委員の佐波 保氏の任期が令和４年６月 30 日に満了

となるため、その後任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を聞こうとするものである。 

 

議案第51号 人権擁護委員の推薦につき意見を聞くことについて 

（人権政策課） 

   これは、人権擁護委員の中村 信裕氏の任期が令和４年６月 30 日に満

了となるため、その後任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により、議会の意見を聞こうとするものである。 

 

議案第52号 人権擁護委員の推薦につき意見を聞くことについて 

（人権政策課） 

   これは、人権擁護委員の西村 千奈美氏の任期が令和４年６月 30 日に

満了となるため、その後任を推薦するにつき、人権擁護委員法第６条第３

項の規定により、議会の意見を聞こうとするものである。 

 

 

 


